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 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出自粛等により観光需要の低迷や、
地域の多くの産業に甚大な影響を与えています。本県では、「飲食店における感
染防止対策の徹底」と「県民が安心して利用できる外食環境の整備」に取り組み、
安全・安心な岡山の外食文化をオール岡山で守ることを目的としています。 

1 事業趣旨 

2 事業概要 

(1) 事業名称 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業（岡山県） 

(3) 事務局 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業 事務局 
（受託者：両備ホールディングス株式会社・株式会社ビザビの共同事業体） 

(4) 事業協力 
岡山県、県内各市町村、岡山県商工会議所連合会、岡山県商工会連
合会、岡山県中小企業団体中央会、GoToEatキャンペーンin岡山県
その他岡山県内の飲食店を統括する団体等 

(5) 認証目標数 4,000 店 

(6) 募集期間 2021 年08月 2日（月）～2022年2月28日(月) 

(2) 事業主体 岡山県※委託者 

日本標準産業分類（平成25 年10 月改訂）の
中分類「76  飲食店」に分類される飲食店
（主として客の求めに応じ調理した飲食料品
をその場で飲食させる飲食店）であること。 

①「飲食店」であること 

食品衛生法（昭和22 年法律第233 号）第52 条
第１項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営
業」の許可を得ていること。※喫茶店において
は主として客の求めに応じ調理した飲食料品を
その場で飲食させる営業形態 

②食品衛生法営業許可を得ていること 

屋台やキッチンカーなどの店舗を持たないもの
や移動販売等の「特殊形態」、社員や一部の利
用者を限定する専用食堂は対象外です。また、
キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホス
トクラブ、スナック、料亭（接待を伴うもの）、
カラオケ喫茶は対象外です。 

コンビニエンスストアやスーパーマーケット
のイートインコーナー、その場で飲食を行わ
ない飲食店（宅配・デリバリー専門店・テイ
クアウト専門店等）は対象外です。 

対象外の業種 対象外の営業許可 

3 認証取得（申請できる）飲食店 

上記の➀・②を満たしていても、以下は対象外となります 

※現行の食品衛生法（施行日： 令和三年 
 六月一日 （平成三十年法律第四十六号 
 による改正））では第55条に記載。 
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●申請を検討中の飲食店があることなどから、申請期限を延長しました。 



食品衛生法に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を得ている事業者
（店舗）に事務局から申請関係書類を送付します。記載された手順に従って手続き
をお願いします。 

4 申請方法と申請から認証取得までの流れ 

対
象
飲
食
店 

事
務
局 

注意 
焼肉店等の加熱調理スペースと客席が隣接する等、全ての認証基準を 
満たせない場合でも、訪問調査の際に最適な対策方法を確認させて 
いただきます。 

➀申請 
FAX申請  

「申請書」と「対策チェックシート」を送信 

WEB申請 専用フォームから申請 

※対策チェックシートは事前確認用です。認証基準を満たしているか 
 どうかは訪問調査で確認させていただきます。 

WEB申請がカンタン！ 
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➁訪問調査日の調整（事務局から電話） 

    ③訪問調査（約30分～60分） 

⑦認証書、認証店ステッカーなどを送付 

全て適合 
の場合 ➃改善点の是正指導 

不適合が 
ある場合 

⑥岡山県へ報告 

認
証
店 

        ⑩維持・継続確認（約10～15分） 

認証事項の確認・指導 

対
策
は
維
持 

で
き
て
ま
す
か
？ 

お
困
り
ご
と
は 

あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

調査員 

指導員 

認証後2か月～3か月頃 

⑤改善実施報告 

改善実施報告は休業要請への協力
など特別な理由がない限り、訪問
調査実施日から約2週間を目途で 
お願いします。期限内に実施報告
がない場合は申請は無効となる場
合があります。（再申請可能） 

認証判断 

認証事項の維持・継続確認は事前のご連絡なしに訪問させて 
いただきますので、あらかじめご理解ください。 
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〇本募集要項は2022 年1月11日現在のものです。国および県の指導や社会情勢により 
内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

5  

ご質問（Q） 回答（A） 

認証に費用はかかりますか？ 
訪問調査や認証（認証資材のご提供）は無料で
す。ただし、認証基準を満たすための什器・備
品の購入費用は飲食店の自己負担です。 

認証までにどれくらいの期間がかかりますか？ 
申請受付から順次訪問調査を行う予定ですが、 
申請状況によっては訪問調査まで約1か月程度の
期間が必要になる場合があります。 

認証を受けるとメリットがありますか？ 

県から認証店の利用を促すPRを行います。安
全・安心な飲食店として、認証書やステッカー
等をご提供し、ホームページ等でご紹介します。 
※奨励金、補助金等の提供予定はありません。 
（令和3年7月末時点） 

第三者認証というのは価値がありますか？ 

岡山県の定めた認証基準を満たしているかどう
かを公正な第三者が訪問調査を行い認証するも
のです。認証自体は岡山県の公的な認証となり
ます。 

第三者認証を得たことをPRに使用しても 
良いですか？ 

店頭での認証ステッカーの掲示や認証書の掲示
以外に、自社のホームページや販促物でも 
PRを推奨しています。ご利用されるお客様に、
安全・安心の飲食店であることを積極的にPR 
して下さい。 

認証には有効期限がありますか？ 

本事業が継続する限り有効期限はありません。
ただし、感染防止対策の維持・継続ができてい
るかどうかの確認や調査をさせていただく場合
があります。 

認証を受けたが辞退することはできますか？ 
真にやむを得ない理由の場合、辞退届を提出し
て下さい。罰則等はありません。引き続き、感
染防止対策は取り組みをお願いいたします。 

焼肉店でパーティションの設置ができない場合
は認証を取得できませんか？ 

申請をしていただき、訪問調査の際に最適な対
策方法を確認させていただきます。 

フードコートに出店していますが、客席等が共
用で、施設側が管理している場合は認証を取得
できませんか？ 

認証基準を満たせば認証は可能です。各店から
申請をしていただき、各店個別の対策状況と共
用部分等は管理者に確認をさせていただきます。
フードコートの管理者にご相談の上、申請をお
願いします。 
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●最新のQ&Aは公式ホームページでご確認ください。 
URL https ://www.okayama -ninsho.jp/qa/  



7 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証制度実施要綱 

（目的） 
第１条 この要綱は、事業者が実施する感染防止対策について県が認証する制度を設けることに 

より、飲食店における感染防止対策の徹底と県民が安心して利用できる外食環境の整備に取り
組むことを目的とする。 

  
（対象） 
第２条 本制度の対象となるものは、飲食店営業を行う事業者（食品衛生法（昭和２２年法律第 

２３３号）に定められた許可を受けた飲食店であり、かつ、その場で飲食させる事業所を営む
者（以下「対象事業者」という。）をいう。）が営む県内の事業用施設（次に掲げるものを除
く。以下「対象施設」という。）とする。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条 
４項に規定する「接待飲食等営業」を営む施設 

 (2) 前号に掲げるものを除くほか、知事が特に必要と認めるもの 
  
（適用除外） 
第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者を役員又は支配人としている法人及び当該者を 

支配人としている個人が営む施設については、本制度を適用しない。 
 (1 )  暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第３号に規定 

する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 
 (2 ) 暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴 

力団員等の統制下にある者 
 (3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  
（基準） 
第４条 知事は、対象事業者が対象施設において取り組むべき感染防止対策に係る基準（以下 

「認証基準」という。）を定めるものとする。 
２ 知事は、必要と認めるときは、認証基準の改定を行うものとする。 
３ 知事は、認証基準の改定が行われたときは、その内容を公表するものとする。 
  
（申請） 
第５条 認証を受けようとする対象事業者は、対象施設ごとに、感染防止対策を認証基準に沿っ 

て実施する旨を、認証申請書（様式第１号）により、又は電子情報処理組織を使用して、知事
に申請するものとする。 

  
（認証等） 
第６条 前条の規定により認証の申請があったときは、知事（その委託を受けた者を含む。以下 

「知事等」という。）は、提出された書類を確認するとともに、実地調査を行うこと等により、
申請の内容を審査するものとする。 

２ 知事は、前条の申請が認証基準に適合していると認めたときは、当該申請に係る対象施設に 
ついてその旨を認証するものとする。 

３ 知事等は、前項の規定により認証したときは、当該認証に係る対象事業者（以下「認証事業 
者」という。）に対し、認証した旨を認証通知書（様式第２号）又は同様式と同様の記載内容
の書面により通知するとともに、認証した旨を記載する認証ステッカーを交付するものとする。 

４ 知事等は、前条の申請が認証基準に適合していないと認めたときは、当該申請に係る対象事 
業者に対し、認証しない旨を通知するものとする。この場合において、知事等は、認証基準に
適合していない事項を摘示する等、認証しないこととした理由を示すものとする。 
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（申請書の取下げ） 
第７条 対象事業者は、認証通知を受けるまでの間は、取下書（様式第３号）により、又は電子 

情報処理組織を使用して、申請書を取り下げることができる。 
  
（公表） 
第８条 知事等は、対象事業者からの申請を認証した場合は、認証に係る対象施設（以下「認証 

施設」という。）等を県のホームページ等で公表することができる。 
  
（認証ステッカーの利用等） 
第９条 認証事業者は、認証施設において認証ステッカーを利用（当該認証施設の利用者の見や 

すい場所に認証ステッカーを掲げることをいう。以下同じ。）するとともに、その広告物等に
おいて「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称を使用することができるものとす
る。 

２ 認証事業者は、認証ステッカーを第三者に譲渡する等、認証施設以外のために供してはなら 
ない。 

３ 認証事業者は、その責めに帰することができない事由により認証ステッカーを汚損し、又は 
亡失したときは、認証ステッカー再交付申請書（様式第４号）により、又は電子情報処理組織
を使用して、認証ステッカーの再交付を求めることができる。 

  
（有効期間） 
第１０条 認証ステッカーの利用及び「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称の使 

用の有効期間は、認証を受けた日から本事業実施期間終了までとする。 
  
（変更の報告） 
第１１条 認証事業者は、認証施設の名称、認証に係る感染防止対策の内容その他認証に係る事 

項に変更が生じたときは、遅滞なく、認証事項変更届（様式第５号）により、又は電子情報処
理組織を使用して、知事等に報告するものとする。 

  
（調査等） 
第１２条 知事等は、必要があると認めるときは、その職員等をして、認証施設を調査し、認証 

に係る感染防止対策の実施状況を点検させ、報告を行わせることができるものとする。 
  
（認証事業者の責務） 
第１３条 認証事業者は、第１０条に規定する期間中、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 認証に係る感染防止対策を誠実に実施し、及びその従業員に実施を徹底させること。 
(2) 認証ステッカーの適正な利用及び管理を行うこと。 
(3) 知事等が行う認証施設に係る調査に協力すること。 

  
（認証の辞退） 
第１４条 認証事業者は、その認証施設が認証の要件を満たさなくなると見込まれるときは、あ 

らかじめ、認証辞退届（様式第６号）により、又は電子情報処理組織を使用して、認証の辞退
を申し出るものとする。 

２ 前項の申出をした対象事業者は、直ちに、認証ステッカーの利用をやめ、及びこれを廃棄し、 
並びに「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称の使用をやめなければならない。 

岡山県飲食店感染防止対策第三者認証制度実施要綱 
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 （認証の取消し） 
第１５条 知事は、認証施設が認証の要件を満たさなくなったことを確認したときは、当該認証 

事業者に対して改善を要請し、又は認証を取り消すことができるものとする。 
２ 知事等は、前項の規定により認証を取り消したときは、当該対象事業者に対し、認証取消通 

知書（様式第７号）により、その旨を通知するものとする。 
３ 第１項の規定により認証を取り消された対象事業者は、直ちに、ステッカーの利用をやめ、 

及びこれを廃棄し、並びに「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称の使用をやめ
なければならない。 

 
（認証の効力の一時停止） 
第１６条 認証施設の従業員又は利用者のうちから新型コロナウイルス感染症の患者が発生した 

場合（以下「患者発生時」という。）は、その旨を知事等に報告するものとする。 
２ 患者発生時において、その原因が次条第１項に規定するものに該当するか否かが明らかにな 

るまでの間、知事が必要と認めるときは、当該施設における認証の効力を一時停止することが
できる。認証の効力を一時停止した場合においては、認証事業者は、直ちに、認証ステッカー
の利用及び「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称の使用をやめなければならな
い。 

  
（不遵守の場合の取消し） 
第１７条 患者発生時において、その原因が、認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと又は 

認証事業者若しくはその従業員の故意若しくは過失によるものであることが明らかとなったと
きは、知事は、直ちにその認証を取り消し、その旨を当該対象事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により認証を取り消された対象事業者は、直ちに、認証ステッカーを廃棄しなけ 
ればならないものとし、かつ、取消しの日から１か月間は新たな認証の申請を行うことができ
ないものとする。 

  
（認証の効力の回復） 
第１８条 患者発生時において、その原因が前条第１項に規定するものでないことが明らかと 

なったときは、当該認証事業者は、当該認証施設を媒介とする感染拡大の危険性がなくなった
と判断（保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づくものに限る。）できた時から、認証
ステッカーの利用及び「岡山県飲食店感染防止対策第三者認証施設」の名称の使用を再開する
ことができるものとする。 

２ 前項の規定により認証ステッカーの利用等を再開しようとする認証事業者は、あらかじめ、 
その旨を知事等に報告するものとする。 

  
 (まん延の防止に関する措置との関係)  
第１９条 第５条から第１５条までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、知事 

等は、認証の申請の受付を停止し、及び既に付与した認証の効力を一時停止することができる。 
(1) 岡山県の区域内において新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号） 

第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置又は同条第４号に規定す
る新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施されているとき。 

(2) 感染症のまん延の状況を勘案して、知事が、新たな認証を行うこと及び認証の効力を維持す 
ることが適当でないと認めたとき。 

  
（免責） 
第２０条 県は、対象事業者が認証を受けられなかったこと、認証事業者が認証を取り消された 

こと若しくはその効力を停止されたこと又は認証施設において感染症が発生したことによって、
対象事業者、認証事業者又は対象施設、認証施設の利用者に生じる損失又は損害については、
その補償又は賠償に係る一切の責任を負わないものとする。 
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 (その他)  
第２１条 知事は、必要と認めるときは、この要綱の改定を行うものとする。 
２ 知事は、この要綱の改定が行われたときは、その内容を公表するものとする。 
３ 知事は、この要綱に定めるもののほか、認証制度の運営に必要な事項について、別に定める。 
  
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年７月１２日から施行する。 
  
（制度の終了等） 
２ この要綱に基づく認証制度については、新型コロナウイルス感染症の収束等の状況を勘案し、

適切な時期に終了その他の見直しを行うものとする。 
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